
 

 

新潟市建設工事総合評価方式試行要領の運用基準【新旧対照表】 
 
 

新 旧 備 考 

新潟市建設工事総合評価方式試行要領の運用基準 

 

１ 趣旨 
新潟市建設工事総合評価方式試行要領（以下「試行要領」という。）に定めるもののほか、

新潟市が発注する建設工事における総合評価方式の運用に関し必要な事項を定める。 

 

２ 総合評価点の算定方法 

  総合評価点は、予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、試行要領第 11条第 2 項

及び第 12条第 4項の規定により失格とはならないものについて、次の算式により算定する。 

     総合評価点＝価格評価点＋技術評価点 （加算方式） 

 

３ 価格評価点と技術評価点の配点 

  価格評価点と技術評価点の配点は次表のとおりとする。 

                                  （単位：点） 

型 式 総合評価点 価格評価点 技術評価点 備 考 

特別簡易型 99.5，100 80 19.5,20  

簡易型 99.5，100 70 29.5,30  

標準型 100 65 35  

 

４～９ （省略） 

 

１０ 試行要領の様式 

  試行要領の規定による様式は、次のとおりとする。 

試行要領条項 様式名 別記様式 備考 

第６条第２項 技術評価点自己評価表 １号  

簡易な施工計画書 ２号  

技術提案書 ３号  

第１７条第１項 技術資料の提出について ４号  

第６条第２項 企業の技術力及び配置予定技術者の能力確

認資料 

５号  

地域・社会貢献度等確認資料 ６号  

障がい者雇用チェックシート ６－１号  

ボランティア活動による地域貢献の実績 ６－２号  

新潟市建設工事総合評価方式試行要領の運用基準 

 

１ 趣旨 
  新潟市建設工事総合評価方式試行要領（以下「試行要領」という。）に定めるもののほか、

新潟市が発注する建設工事における総合評価方式の運用に関し必要な事項を定める。 

 

２ 総合評価点の算定方法 

  総合評価点は、予定価格の制限の範囲内で入札したもののうち、試行要領第 11条第 2 項

及び第12条第4項の規定により失格とはならないものについて、次の算式により算定する。 

     総合評価点＝価格評価点＋技術評価点 （加算方式） 

 

３ 価格評価点と技術評価点の配点 

  価格評価点と技術評価点の配点は次表のとおりとする。 

                                  （単位：点） 

型 式 総合評価点 価格評価点 技術評価点 備 考 

特別簡易型 100 80 20  

簡易型 100 70 30  

標準型 100 65 35  

 

４～９ （省略） 

 

１０ 試行要領の様式 

  試行要領の規定による様式は、次のとおりとする。 

試行要領条項 様式名 別記様式 備考 

第６条第２項 技術評価点自己評価表 １号  

簡易な施工計画書 ２号  

技術提案書 ３号  

第１７条第１項 技術資料の提出について ４号  

第６条第２項 企業の技術力及び配置予定技術者の能力確

認資料 

５号  

地域・社会貢献度等確認資料 ６号  

障がい者雇用チェックシート ６－１号  

ボランティア活動による地域貢献の実績 ６－２号  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術評価点（特別簡易

型、簡易型）の変更 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

新 旧 備 考 

１１ その他 
（１） この基準は、令和６年４月１日以降の入札公告に適用する。 
 
（２） この基準の施行の日前に改正前の新潟市建設工事総合評価方式試行要領の運用基

準により行った手続その他の行為は、この基準の相当規定により行った手続その他

の行為とみなす。 

１１ その他 

（１） この基準は、令和５年４月１日以降の入札公告に適用する。 

 

（２） この基準の施行の日前に改正前の新潟市建設工事総合評価方式試行要領の運用基

準により行った手続その他の行為は、この基準の相当規定により行った手続その他 

の行為とみなす。 

 

 

 


